
介護拠点等の緊急整備

（１）目的

地域の介護ニーズに対応するため、地域密着型サービスの整備に係る既存交付金（市町村交付金）の拡充、施設
整備に係る都道府県による補助金に対する地方財政措置の拡充等を通じて、特養・老健・グループホーム・小規模
多機能事業所など介護拠点等を緊急に整備する。

（２）助成対象となる介護拠点

①市町村交付金の拡充により対応する介護拠点
小規模（定員29人以下）特別養護老人ホーム、小規模老人保健施設、小規模ケアハウス、認知症高齢者グ

ループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所

②都道府県補助に対する地方財政措置の拡充により対応する介護拠点
定員30人以上の特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス

（３）助成のスキーム（特別養護老人ホームの場
合）

※ 大都市部等における用地確保を後押しするため、定期借地権の一時金に対して助成する。

（４）事業規模 合計約3,011億円（３年分）

市町村交付金

１床当たり
200万円

１床当たり
225万円

100％
地財措置

【現行】

＝補正予算対応

＝地財措置対応

（各都道府県の
実事業費に応
じた措置）

100％
地財措置

都道府県補助分

【改正案】

開設等経費

単価
UP

【改正案】

【現行】 開設等経費

※ （独）福祉医療機構の融資の拡充（融資率の拡大（90％）、当初５年間の利率引き下げ（財投▲0．5％））についても検討。

150万円

60万円
（上限）

*
*

*：「特別の地方債」の起債対象となり、その元
利償還金が100％普通交付税で手当てされる。
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